
   東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例    

 東大和市体育施設等に関する条例（平成５年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２に次のように加える。 

東大和市清原中央公園運動広場 東大和市清原１丁目１番外 

 別表第３に次のように加える。 

東大和市清原中央公園運動広場 １２月２８日から翌年の１月３日まで 

 別表第４に次のように加える。 

東大和市清原中央公園

運動広場 

３月から１０月までは、午前８時から午後７時まで 

１１月から翌年の２月までは、午前８時から午後４時まで 

 別表第５（５）の項の次に次のように加える。 

（６）東大和市清原中央公園運動広場 

（単位 円） 

  利用区分 貸切利用 

  時間区分 ８時 １０時 １２時 １４時 １６時 

施設名 

  ～ ～ ～ ～ ～ 

１０時 １２時 １４時 １６時 １９時 

全面 おとな ７，８００ ７，８００ ７，８００ ７，８００ ７，８００ 

こども ３，９００ ３，９００ ３，９００ ３，９００ ３，９００ 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第２に掲げる東大和市清原中央公園運動広場の指定管理者の指定の

手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 


